
議案第６６号

財産の取得について

ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、小中学校におけるＩＣＴ環境の

整備を図るため、タブレット端末を活用した授業で使用する電子黒板等

を購入するにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年小松島市条例第２号）第２条の規定により、議会の議決を

求める。

令和３年７月１６日提出

小松島市長 中 山 俊 雄



購入物品

購入予定価格

購入の相手方

納入期限 　令和３年１０月２９日

　電子黒板等

　１３，９８７，６００円

内訳 　・電子黒板　３４台
　　１０，０３０，０００円
　
　・実物投影機　３４台
　　２，６８６，０００円
　
　・消費税
　　１，２７１，６００円

　徳島県小松島市横須町１２番７０号

　モリオカ事務用品

　代表者　森岡　博幸




